
●契約者の故意。
●被共済者の故意、心神喪失、指図。
●改築、増築、取り壊し等の工事。
●被共済者と貸主との間で、損害賠償に関する特
別の約定がある場合、その約定により加重され
た賠償責任。
●貸主に借用戸室を引き渡した後に発見された借
用戸室の損壊等。
●台風、旋風、暴風、暴風雨等の風災、ひょう災、
豪雪、雪崩等の雪災。
●地震、噴火、またはこれらによる津波。
●借用戸室の欠陥、腐食、さび、かび、その他の自
然消耗、老朽化等。
●火災、破裂爆発（凍結による破裂を含む）、給排
水設備等からの水もれ以外の原因による借用
戸室の破損、汚損、毀損による損害


